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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他車両の情報を通信によって取得する他車両情報取得部と、
　センシングにより自車両の外界認識を行う外界認識部と、を備え、
　前記外界認識部は、前記他車両情報取得部によって取得された前記他車両の情報に基づ
いて、前記他車両の周囲の他車両周囲空間をセンシングし、
　前記外界認識部は、前記他車両よりも前記他車両周囲空間の方を優先してセンシングす
ることを特徴とする車両制御装置。
【請求項２】
　前記センシングの結果に基づいて、前記自車両が進入する進入空間を決定することを特
徴とする請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記他車両周囲空間に前記自車両が進入するのに障害となる障害物が存在するか否かを
判断することを特徴とする請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　前記他車両情報取得部が前後に並ぶ複数の他車両の情報を取得した場合、前記外界認識
部が前記複数の他車両の間の他車両間空間をセンシングすることを特徴とする請求項１に
記載の車両制御装置。
【請求項５】
　前記他車両は、前記自車両が走行する道路に合流する道路を走行する車両であることを
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特徴とする請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項６】
　前記他車両は、前記自車両が走行する車線の隣接車線を走行する車両であることを特徴
とする請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項７】
　前記他車両情報取得部は、前記他車両から送信される該他車両の情報を車車間通信によ
って取得することを特徴とする請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項８】
　前記他車両情報取得部は、路上設備から送信される前記他車両の情報を路車間通信によ
って取得することを特徴とする請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項９】
　前記外界認識部は、前記他車両の情報に基づいて前記自車両が進入する進入空間の候補
を抽出し、前記センシングの結果に応じて前記進入空間を決定することを特徴とする請求
項１に記載の車両制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動運転により合流車線から本線に合流するための車両制御装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　高速道路などで合流車線から本線への合流を行う際に本線上の他車両の走行状態に基づ
いて自車両の適切な加速度を設定する走行支援装置が知られている（特許文献１）。
【０００３】
　そして、従来、自車に関係する外部環境の情報を、通信によって取得する方法と、自車
に搭載されたセンサによって取得する方法とが存在する(特許文献２)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－０４８４５６号公報
【特許文献２】特開２００８－１２９８０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の場合、実際に合流する際には適切な速度まで加速するだけ
でなく、周辺車両の挙動を把握し、自車両が安全に合流できる空間があるか確認すること
が課題となる。
【０００６】
　特許文献２の方法は、それぞれ以下のような長所と短所とを有する。
  例えば、通信によって外部環境の情報を取得する方法では、客観的な情報であるという
意味において、比較的高い情報の精度又は信頼性を期待することができるという長所があ
る。但し、外部環境に存在する物体が通信に対応したものでない場合には、情報を当然に
得ることができないという短所がある。
【０００７】
　一方、センサによって外部環境の情報を取得する方法では、周囲に存在する物体が通信
に対応しているか否かに関わらず、情報を得ることができるという長所がある。但し、自
車が搭載するセンサによる情報であるため、客観的な情報でないという意味において、精
度又は信頼性に懸念が残る。また、センサによる検知の精度を向上させようとすれば、演
算負荷が増大する。
【０００８】
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　本発明は、上記２つの方法の長所を活かして、演算負荷が過大となるのを抑えつつ、外
部環境を適切に把握することができる車両制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する本発明の車両制御装置は、他車両の情報を通信によって取得する他
車両情報取得部と、センシングにより自車両の外界認識を行う外界認識部と、を備え、前
記外界認識部は、前記他車両情報取得部によって取得された前記他車両の情報に基づいて
、前記他車両の周囲の他車両周囲空間をセンシングすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、必要な速度まで加速して合流を支援し、さらに安全を確認したうえで
合流のための車両制御をおこなうことができる。
  本発明に関連する更なる特徴は、本明細書の記述、添付図面から明らかになるものであ
る。また、上記した以外の、課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らか
にされる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る車両制御装置を用いた車載システムの一構成例を示す図である。
【図２】本発明に係る外界認識範囲外にある本線上の車両の一例を示す図である。
【図３】本発明に係る合流可能空間に合流の障害となる車両が存在する一例を示す図であ
る。
【図４】本発明に係る本線上の後方車両が減速あるいは車線変更により合流可能空間を確
保する一例を示す図である。
【図５】本発明に係る外界認識部が合流可能空間を検証する一例を示す図である。
【図６】本発明に係る合流車線から本線に合流する際の制御フローチャートの一例を示す
図である。
【図７】本発明に係る外界認識部が車線変更時の車両及び道路状況の一例を示す図である
。
【図８】本発明に係る外界認識部が車線変更可能空間を検証する一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
　［実施例１］
  図１は、車両制御装置のブロック図を示している。車両制御装置０１は、車車間通信（
C2C）及び路車間通信（C2I）等の通信（C2X）を行う他車両情報取得部０２と、レーダや
カメラなどの各種センサから自車周辺の車両や道路の情報状況を取得する外界認識部０３
と、他車両情報取得部０２からの情報と外界認識部０３からの情報を統合して自車周辺の
車両及び道路の状況を管理する自車周辺情報管理部０４と、位置、速度、加速度、ヨーレ
ート等自車両の状態を検知する自車挙動認識部０５と、自車周辺情報管理部０４および自
車挙動認識部０５からの情報を基に自車両の経路を決定する経路生成部０６で構成される
。
【００１３】
　他車両情報取得部０２は、他車両の情報を通信（C2X）によって取得する。他車両情報
取得部０２は、位置、速度、加速度、ヨーレートなど周辺車両の挙動の情報（他車両の情
報）を車車間通信（C2C）で取得する。すなわち、他車両から送信される車両の情報を車
車間通信によって取得する。また、路側器がレーダやカメラなどのセンサからの情報を解
析して得られた道路上を通行する車両の位置、速度、加速度などの情報（他車両の情報）
を路車間通信（C2I）で取得する。すなわち、路上設備から送信される他車両の情報を路
車間通信によって取得する。他車両情報取得部０２は、例えば自車両の周囲の３００ｍ～
５００ｍの他車両情報検知範囲Ａ２に存在する他車両の情報を取得する。他車両とは、例
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えば自車両が走行する道路に合流する道路を走行する車両や、自車両が走行する車線の隣
接車線を走行する車両が含まれる。本実施例における通信（C2X)のパターンには、（１）
車車間通信のみ（C2C)、（２）車車間通信と路車間通信の両方を行うもの（C2C＋C2I）、
（３）路車間通信（C2I）のみ、の3つのパターンがある。
【００１４】
　車車間通信および路車間通信は、例えばCAM（Cooperative Awareness Message：協調注
意喚起メッセージ）を用いて行われる。CAMは、協調型ITSの主に安全系サービスに使用さ
れるメッセージであり、互いの認識を作成し、維持し、道路網における協調性をサポート
するためにITS-S（ITSステーション）間で交換される。CAMは、送信元ITS-Sの状態と属性
情報を含み、ITS-Sのタイプにより内容が異なる。車両ITS-Sでは、状態情報は、時間、位
置、動作状態等を含み、属性情報は、道路交通等における寸法、車両タイプ、および役割
に関するデータを含む。受信ITS-Sは、CAM受信で送信元ITS-Sの存在の認識、タイプ、状
態を獲得できる。CAMパラメータは、基本コンテナと、車両ITS-Sコンテナと、特殊車両コ
ンテナとを有する。基本コンテナは、送信元ITS-Sの基本情報として送信元ITS-Sのタイプ
、送信元ITS-Sの最新の地理的位置を記述する。車両ITS-Sコンテナは、高頻度コンテナと
低頻度コンテナを含む。高頻度コンテナは、向きや速度、加速度のように車両ITS-Sの動
的状態情報を記述し、低頻度コンテナは、特殊車両のコンテナ区分や外部灯火などを記述
する。そして、特殊コンテナは、公共交通のような道路交通における特殊な役割を持つ車
両ITS-Sのためのコンテナである。
【００１５】
　外界認識部０３は、センシングにより自車両の外界認識を行う。外界認識部０３は、自
車両に搭載されたカメラやレーダ等のセンサから自車周辺の車両や障害物、道路標識等の
相対位置およびその状態を取得することが可能である。外界認識部０３は、例えば自車両
の周囲の７０ｍ～１００ｍの外界認識検知範囲Ａ１を認識することができる。外界認識部
０３は、他車両情報取得部０２によって取得された他車両の情報に基づいて、他車両のセ
ンシングと、他車両の周囲の他車両周囲空間のセンシングをすることができる。
【００１６】
　外界認識部３０は、通信（C2X）により既にその存在を把握している他車両等の物体も
センシングして確認するが、その物体の周囲の空間に対しては、通信によって既に把握さ
れている物体に対するセンシングよりも優先させてセンシングを行う。そして、物体の周
囲の空間に対して重点的にセンシングを行う。例えば、通信（C2X）により既にその存在
を把握している物体よりもその周囲に対する処理の頻度を増やす、あるいは、リソースを
変更する等により、より詳細にセンシングする。
【００１７】
　自車周辺情報管理部０４は、他車両情報取得部０２からの情報と、外界認識部０３から
の情報とを統合し、自車周辺情報として管理する。通常、他車両情報取得部０２は、外界
認識部０３の外界認識検知範囲Ａ１よりも広い範囲である他車両情報検知範囲Ａ２の周辺
車両及び道路の情報を取得できるので、まず他車両情報取得部０２により他車両情報検知
範囲Ａ２における自車周辺情報を取得し、その後、外界認識部０３の外界認識検知範囲Ａ
１に入った段階で、他車両情報取得部０２によって得られた自車周辺情報と、外界認識部
０３によって得られた情報とを照合し、より精度の高い自車周辺情報を検知することがで
きる。また、事前に他車両情報取得部０２によって得られた情報、例えば車両の特徴、位
置などから、外界認識部０３で検知する対象の優先順位付けを行うことで、より効率的に
自車周辺情報を検知することができる。
【００１８】
　自車挙動認識部０５は、例えば、自車両に搭載されるジャイロセンサや車輪速度センサ
、舵角センサ、加速度センサ等から自車両の挙動を表すヨーレートや車輪速度、舵角、加
速度等の情報を取得することが可能である。
  経路生成部０６は、例えば合流車線から本線への合流の際に、自車周辺情報管理部０４
からの情報と自車挙動認識部０５からの情報をもとに、自車両が合流可能な本線の合流可
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能空間（自車両が進入する進入空間）をセンシングして、その合流可能空間に進入するた
めの経路を決定する。そして、決定した経路に従い、制御信号を送信し、自車両のアクセ
ル、ブレーキなどの縦方向およびステアリングなどの横方向の車両制御を行う。
【００１９】
　経路生成部０６は、初めに経路を決定した後も、他車両が加減速あるいは車線変更をす
るなどにより、想定した合流可能空間が変化する可能性がある。したがって、継続的に自
車周辺情報管理部０４および自車挙動認識部０５からの情報に基づき合流可能空間をセン
シングし、合流可能空間に変化があった場合は再度、経路を生成する。
【００２０】
　次に、自車両が合流車線から本線に合流する際の制御内容について説明する。図２に示
す通り、自車両Ｆ０１が合流車線Ｌｂを走行しており、本線Ｌａが外界認識部０３の検知
範囲Ａ１外の時点では、他車両情報取得部０２からの情報により本線Ｌａ上の他車両及び
道路状況を検知する。図２に示す状態では、外界認識部０３で他車両をセンシングするこ
とはできない。
【００２１】
　ここで得られた本線Ｌａ上の他車両の挙動から本線Ｌａの他車両の流れに合うように自
車両Ｆ０１の目標速度を設定し加速を行う。他車両情報取得部０２が車車間通信あるいは
路車間通信によって本線Ｌａ上の他車両の情報を得られない場合は、自車両Ｆ０１の制限
速度を目標速度に設定し加速を行う。
【００２２】
　そして、図３に示すように、続いて設定速度で合流区間の合流開始地点Ｐｓに達した場
合に、外界認識部０３によってセンシングを行い、本線Ｌａ上に実際に合流可能な空間が
あるかを調べる。そして、センシングの結果、合流可能な空間がある場合は、そのまま設
定速度まで加速する。
【００２３】
　一方、自車両Ｆ０１が合流開始地点Ｐｓに達したときにセンシングを行った結果、それ
までは通信により合流可能と認識していた空間Ｆ０２に、車車間通信に対応していない他
車両Ｆ０３が存在していることが判明する場合がある。そのときは、他車両Ｆ０３は、自
車両Ｆ０１が空間Ｆ０２（他車両周囲空間）に進入するのに障害となる障害物であり、そ
のままでは安全に合流できないので、車両Ｆ０３の後方に合流可能な別の空間があるか調
べる。別の空間があるか否かは、例えば外界認識部０３のセンシングによって調べること
ができる。
【００２４】
　図３に示す例では、車両Ｆ０３の後方に存在するＦ０４が合流可能な別の空間となる。
このとき、その別の空間Ｆ０４に合流できるように自車両Ｆ０１の設定速度を変更する。
さらに、空間Ｆ０４の後方でかつ合流区間内で合流可能な別の空間についても検索し、合
流可能な空間の候補として挙げる。
【００２５】
　そして、本線Ｌａに合流可能な空間の候補がない場合でも、図４に示すように、自車両
Ｆ０１のウインカ（方向指示器）、あるいは車車間通信などで自車両Ｆ０１の車線変更(
合流)の意図を示した場合に、本線Ｌａ上の後方の車両Ｆ０３が減速あるいは車線変更し
て合流可能な空間を確保できることがある。このため、合流可能な空間を見つけられなか
った場合には、再度合流開始地点Ｐｓに近いほうから後方にかけて、後方車両Ｆ０３が減
速あるいは車線変更すれば合流可能な空間を合流候補空間として挙げておく。
【００２６】
　図５の例で示すように、自車両Ｆ０１が合流車線Ｌｂを進むに従い、本線Ｌａ上の合流
可能な空間の候補が徐々に外界認識センサの検知範囲Ａ１に入ってくる。外界認識部０３
では、外界認識センサの検知範囲の中で優先的に合流可能な空間の候補Ｆ０４をセンシン
グし、車車間通信もしくは路車間通信では検知できなかった車両がないか、空間Ｆ０４の
周辺に存在して検知できていた他車両においても、他車両の加減速や車線変更により合流
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可能空間が変化していないか検証したうえで、引き続き合流可能であればその合流可能空
間に進入する経路を決定し、合流するための車両制御を行う。
【００２７】
　外界認識部０３は、通信(C2X)によりその存在を把握している他車両をセンシングで確
認はするが、例えば候補Ｆ０４等の他車両周囲空間に対しては、センシングを優先して行
う。そして、検出処理の頻度やリソースを変更して、他車両よりも重点的にセンシングを
する。例えばカメラ画像によりセンシングする場合には撮像速度や画像処理の精度を上げ
るなどして、候補Ｆ０４のセンシングを行う。
【００２８】
　また、他車両情報取得部０２が、（１）車車間通信のみ（C2C）、（２）車車間通信と
路車間通信の両方（C2C＋C2I）、（３）路車間通信（C2I）のみ、のいずれのパターンに
より、他車両の情報を取得しているのかに応じて、センシングの重点度合いを変更しても
よい。例えば、他車両の情報を（２）車車間通信と路車間通信の両方（C2C＋C2I）により
取得している場合は、（３）路車間通信（C2I）のみの場合と比較して、情報の精度が高
いので、他車両に対するセンシングは、（３）路車間通信（C2I）のみのときよりもさら
に簡易なものとし、その分、他車両以外の周辺領域のセンシングをさらに重点的に行うこ
ととしてもよい。
【００２９】
　また本線上の後方車両が減速あるいは車線変更をすれば合流可能となる空間の候補につ
いては、その空間の直前にある他車両の斜め後方を走行し、車線変更の合図をした上で自
車周辺情報管理部０４から情報を取得し、該当空間の後方の他車両が減速あるいは車線変
更して合流可能な空間が確保できることを確認できれば、その空間に進入する経路を決定
し、合流するための車両制御を行う。
  合流可能な空間の候補を確認できなければ、さらに後方の空間の候補に対して同様の手
順を実施する。
【００３０】
　以上、合流車線から本線に合流する際の制御の一例を図６のフローチャートに示す。
  車車間・路車間通信により、本線Ｌａ上の他車両の情報を取得したかが判断され（Ｓ１
０１）、取得した場合には（Ｓ１０１でＹＥＳ）、本線Ｌａを走行中の他車両の速度に合
わせて加速し（Ｓ１０２）、取得できなかった場合には（Ｓ１０１でＮＯ）、本線Ｌａの
制限速度に合わせて加速する（Ｓ１０９）。
【００３１】
　そして、合流可能な空間の候補の検索を行い（Ｓ１０３）、合流可能な空間の候補に合
流できるように加速し（Ｓ１０４）、ウインカ・車車間通信により車線変更の合図を行い
（Ｓ１０５）、外界認識部０３によって合流可能な空間の候補のセンシングを行う（Ｓ１
０６）。
【００３２】
　センシングの結果、合流可能か否かを判断し（Ｓ１０７）、合流可能と判断されたとき
は（Ｓ１０７でＹＥＳ）、合流可能な空間に合流するための車両制御を行う（Ｓ１０８）
。一方、合流不可能と判断されたときは（Ｓ１０７でＮＯ）、次の合流可能な空間の候補
へ合流対象を変更し（Ｓ１１０）、再びＳ１０４の処理に戻る。
【００３３】
　本実施例の車両制御装置０１によれば、車車間通信および路車間通信で得られた周辺の
他車両の情報を基に、自車両が合流可能な空間の候補を検出し、センサによる外界認識で
合流可能空間候補の検証をする。したがって、高速道路などで合流する際に、適切な速度
まで加速するだけでなく、周辺車両の挙動を把握し安全に合流できる空間があるか確認す
ることができる。
【００３４】
　［実施例２］
  本線上での車線変更についても合流に類似の制御にて実施することができる。以下にそ
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の制御内容の一例について説明する。
  本実施例では、他車両情報取得部０２が前後に並ぶ複数の他車両の情報を取得した場合
、外界認識部０３が複数の他車両の間の他車両間空間をセンシングする。例えば、図７に
示すように、本線Ｌａの走行車線Ｌａ２上に自車両Ｆ０１があり、車線変更先の追越車線
Ｌａ１上の他車両Ｆ０２およびＦ０３が外界認識部０３の検知範囲Ａ１内に存在し、他車
両Ｆ０４およびＦ０５が外界認識部０３の検知範囲Ａ１外にある場合、自車周辺情報管理
部０４からの情報により追越車線Ｌａ１上の他車両Ｆ０２，Ｆ０３，Ｆ０４，Ｆ０５及び
道路状況を検知する。
【００３５】
　続いて追越車線Ｌａ１へと車線変更可能な空間(他車両間空間)があるかを調べる。その
際、自車両のすぐ隣である外界認識部０３の検知範囲Ａ１内の近いほうから外界認識部０
３の検知範囲Ａ１外で遠くなる方へと候補を検索し、車線変更可能な空間がある場合はそ
の空間に車線変更可能な速度まで加減速する。
【００３６】
　図７の場合、他車両Ｆ０２とＦ０３の間および他車両Ｆ０３とＦ０４の間には車線変更
可能な空間がなく、外界認識部０３の検知範囲Ａ１外にある他車両間空間Ｆ０６が車線変
更可能な空間の候補となる。
【００３７】
　他車両間空間Ｆ０６に車線変更するために自車両Ｆ０１の速度を調整し、図８のように
車線変更可能な他車両間空間Ｆ０６が、外界認識部０３の検知範囲Ａ１内となった時点で
優先的にセンシングし、車線変更可能な他車両間空間Ｆ０６が確保できることを確認でき
れば、その他車両間空間Ｆ０６に進入する経路を決定し、車線変更のための車両制御を行
う。
　一方、車線変更可能な他車両間空間を確認できなければ、さらに後方の候補空間に対し
て同様の手順を実施する。
【００３８】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、前記の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の設
計変更を行うことができるものである。例えば、前記した実施の形態は本発明を分かりや
すく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるも
のに限定されるものではない。また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に
置き換えることが可能であり、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加える
ことも可能である。さらに、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・
置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００３９】
　０１…車両制御装置、０２…他車両情報取得部、０３…外界認識部、０４…自車周辺情
報管理部、０５…自車挙動認識部、０６…経路生成部
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